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陸上貨物運送事業者（以下「陸運事業者」という）では、自社構内

などでの荷役作業中に墜落・転落などの労働災害発生件数が全体の発

生件数の約 7割を占める状況となっています。 

厚生労働省では、平成 25 年 3月より「陸上貨物運送事業における荷

役作業の安全対策ガイドライン」を定め荷役作業中の労働災害防止対

策の実施を求めています。 

熊本労働局では、災害の発生、休業等の状況により荷主等へ荷役災

害防止のための要請を行っています。 

また、構内等で荷役作業中の災害防止のため、荷主先等による災害

防止対策の改善も行われています。 

 



 

 

 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 



 



 



 


